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当所では、拒絶理由／拒絶査定に承服（即ち、商標登録を断念）される出願人様を応援する、「再チャ

レ支援」サービスを行っております。

◆HARAKENZO の「再チャレ支援」とは？

 日本国特許庁より通知された拒絶理由／拒絶査定の理由によっては、少し工夫を加えて再出願するこ

とにより、商標登録を目指せる可能性が十分にございますi。 

 「再チャレ支援」では、登録可能性を高める再出願戦略を、商標専門家が強力アシスト。当所費用は

「LCS (Low Cost Strategy／低価格戦略)」サービスを原則適用し、費用面でも出願人様を応援致しますii。 

◆「再チャレ支援」のメリット

詳細につきましては、お気軽にご相談ください。大切な商標の権利化を、HARAKENZO の「再チャ

レ支援」が後押しさせて頂きます。

【お電話】東京：03-3433-5810 大阪：06-6351-4384 広島：082-545-3680 

【メール】                                   （３拠点共通） 

【ウェブ】当所 HP のご相談フォーム（「HARAKENZO 再チャレ支援」で検索） 

i 拒絶理由／拒絶査定の内容等により、再出願によっても登録を目指すことが困難な場合もございます。 
ii 高度な対応が必要になった場合には、高品質リーガル・サービス「Premium」への変更をご案内させて頂きます。 

費用 

「LCS」原則適用で、当
所出願費用は32,400円
（税込・１区分の場合、
印紙代別）から。通常の
新規出願よりもリーズナ
ブル。 

可能性 

拒絶理由／拒絶査定で
示された理由を元に再
出願戦略を検討。登録
可能性を引き上げます。 

＋α 
新たな商標の検討・
採択や事前調査に関
する作業・費用・時
間を節約。 

各種方法で 

ご相談可能！ 
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